
組合保障が手厚くなりました！ 

福井県理容生活衛生同業組合 

 

 

 

 

 生命保障 

すべての死亡 30,000円 

不慮の事故による死亡 40,000円 

配偶者の死亡 20,000円 

子の死亡 10,000円 

親の死亡 3,000円 

重度傷害見舞金 30,000円 

 

 

 災害保障 

火災等 最高100万円 

 

自然災害 

風水害等 最高30万円 

地震等 最高10万円 

同居親族の死亡 10万円 

上記の事由に該当する場合は、組合もしくは全労済までご連絡ください。 

共済金お支払いの手続きを開始いたします。 

福井県理容生活衛生同業組合（0776-61-2443） 
全労済福井推進本部（0776-26-6187）平日9：00～17：00 
 

※災害保障は、全労済による審査にて20万円以上の被害が見受けられた場合、 被害に応じた金額をお支払いします。 

※上記保障は、共済金支払事由が発生した翌日より3年以内にご請求ください。(2018年６月1日以降の事由からご請求可能です。) 

【2018年６月以降の保障内容】 

さらに手厚く！ 

新設されました 

 平素は福井県理容生活衛生同業組合、全労済の共済活動にご理解賜りまして、
誠にありがとうございます。 

 この度、組合を通じてご請求いただけます保障をさらに充実いたしました。
福井県理容生活衛生同業組合と全労済は、今後も組合員の皆さまが安心して     

お仕事できる環境づくりに励んでまいります。 

 （加入者本人のみ） 

 

（加入者本人の実子・養子・継子・ 
      
         およびこれらの配偶者） 
 

（加入者および配偶者の実父母          

         または養父母・継父母） 

（加入者本人のみ） 

（事実婚・内縁関係含む） 

 

（加入者が所定の重度障がい状態  

となった場合にお支払いします。） 

（加入者本人は含みません） 

総合（慶弔）共済 

（福井県労働者共済生活協同組合連合会） 

2118Q001 

全労済福井推進本部 


